
地域の皆様へ

発注者

0584-73-1111　　内線361、364

受注者
： 地蔵橋側道橋撤去工事
： 岐阜県不破郡垂井町　表佐　地内
： 河川内への工事用車両進入路設置工

地蔵橋の橋脚及び地蔵橋側道橋の上部・橋脚の取壊し工
： 自）令和 　8年     1月  15日 ： 自）令和 　8年     2月  16日

至）令和   8年  　 5月　31日 至）令和   8年  　 5月　上旬
： ８：0０　～　１７：００

(作業内容の都合により、土・日曜日・祝祭日、及び早朝・夜間作業を実施することがあります。)

連絡先　　　 　080-7064-0464

側道橋の通行止め開始日：令和8年3月2日（月）AM8：00から

施 工 期 間

作 業 時 間

請 負 者 ： TSUCHIYA㈱
現場責任者　　高田

工　事　名
工 事 場 所
工 事 概 要

工 期

令和 8年 1月 吉日　

　平素は、岐阜県の道路行政に格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申しあげます。
　このたび、垂井町表佐地内（位置図参照）において、地蔵橋復旧工事を行うため、地蔵橋側道
橋の取壊し工事を行います。取壊し工事については、相川右岸・左岸からそれぞれ河川内への工事用
進入路を設置したのち、進めてまいります。また、土砂運搬や取壊したコンクリート殻の搬出作業は、
『裏面』記載の運行ルートにて行います。
　皆様には何かとご迷惑をおかけしますが、安全第一で工事を進めて参りますので、ご理解、ご協力の

  程、よろしくお願いいたします。

発 注 者 岐阜県　大垣土木事務所　道路課　道路第一係、第三係

連 絡 先

岐阜県

【 お問い合わせ先】

回 覧

【 位置図】

【 裏面 詳細位置図】

高田橋

地蔵橋

相川橋至 関ケ原町 至 大垣市

相川



　工事車両運行経路上で、一部片側交互通行作業を行う予定です。
　安全のため、工事車両進入口付近にて、一時停止していただくことがあります。
　ご理解、ご協力の程、よろしくお願いいたします。

【 工事詳細図】
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①地蔵橋の橋脚基礎部の撤去

②地蔵橋側道橋の上部及び橋脚の取壊し
上記工事を実施します。

河川内への進入路・作業ヤード

の整備工事を実施します。

至 関ケ原町

至 大垣市

岐阜県

地蔵橋側道橋

地蔵橋 橋脚


